
医療 DX 推進体制整備について以下の通り対応を行っております。 

（ 1） オ ン ラ イ ン請 求 を 行 っ て お りま す 。  

（ 2） オ ン ラ イ ン資 格 確 認 を 行 う 体制 を 有 し て お り ます 。  

（ 3） 電 子 資 格 確認 を 利 用 し て 取 得し た 診 療 情 報 を 、診 察 室 で 閲 覧 又 は活 用 で き る 体 制 を有 し て お り ま す 。  

（ 4） 電 子 処 方 箋を 発 行 す る 体 制 につ い て は 当 該 サ ービ ス 対 応 待 ち で す 。  

（ 5） 電 子 カ ル テ情 報 共 有 サ ー ビ スを 活 用 で き る 体 制に つ い て は 当 該 サー ビ ス の 対 応 待 ちで す 。  

（ 6） マ イ ナ ン バー カ ー ド の 健 康 保険 証 利 用 の 使 用 につ い て 、 お 声 掛 け・ ポ ス タ ー 掲 示 行っ て い ま す 。  

（ 7） 医 療 DX 推 進 の 体 制 に 関 す る 事項 及 び 質 の 高 い 診療 を 実 施 す る た めの 十 分 な 情 報 を 取得 し 、 及 び 活 用 して  

診 療 を 行 う こ と につ い て 、 当 該 保 険医 療 機 関 の 見 や すい 場 所 及 び ウ ェ ブサ イ ト 等 に 掲 示 いた し ま す 。  

診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 

 


